
第 51 回 徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議
（徳島県新型インフルエンザ等対策本部会議）

日 時：令和３年５月４日（火）
午後４時１５分から

場 所：県庁３階 特別会議室

◎協議事項
○感染状況を踏まえた対応について
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資料１ 

令和３年５月４日 

保 健 福 祉 部 

 

１．県内の感染状況 

 

○直近 10 日間の新規感染者数と感染経路不明割合の推移 

4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 

44 名 29 名 15 名 21 名 46 名 25 名 24 名 20 名 60 名 11 名 

16.0% 18.1% 17.2% 16.5% 10.6% 12.3% 18.6% 20.0% 17.1% 19.8% 

 

○累計感染者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ※ R3.5 における累計感染者数については、５月４日時点 

 

２．医療提供体制の状況 

 

 ○療養者数の推移           ○確保病床の使用率の推移 

 

 

    

199

546

1319

0

300

600

900

1200

1500

R2.2 R2.3 R2.4 R2.5 R2.6 R2.7 R2.8 R2.9 R2.10 R2.11 R2.12 R3.1 R3.2 R3.3 R3.4 R3.5

4/
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 5/
1 3

54% 
 

59.6% 

4/1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 5/1 3

211 人 

 

ステージⅣ 

37%  

 

325 人 

80 人 

 

ステージⅣ（５０％） 

 

 386 人 

75.3%  

（２１０人） 

 
1410 



5/
4(

)

資
料

２



【必
須

】
(1

)
飲

食
店

に
対

す
る

時
短

営
業

（
20

時
ま

で
、酒

は
19

時
ま

で
）

の
要

請
（

時
短

協
力

金
の

延
長

等
を

伴
う）

【必
須

】
(2

) 
 飲

食
店

に
お

け
る

カラ
オ

ケ
設

備
の

利
用

自
粛

の
要

請
(3

) 
 飲

食
店

に
「入

場
者

の
整

理
」「

感
染

防
止

措
置

を
実

施
しな

い
者

の
入

場
の

禁
止

」な
どの

措
置

を
要

請
【必

須
】

(4
) 

 住
民

に
対

して
20

時
以

降
、飲

食
店

に
出

入
りし

な
い

よ
う要

請
等

【必
須

】
(5

) 
 住

民
に

不
要

不
急

の
外

出
・移

動
の

自
粛

、感
染

対
策

を
徹

底
して

い
な

い
飲

食
店

等
の

利
用

自
粛

等
へ

の
協

力
要

請
、不

要
不

急
の

都
道

府
県

間
の

移
動

の
自

粛
要

請
【必

須
】

(6
) 

 業
種

別
ガ

イド
ライ

ン
の

遵
守

を
要

請
（

区
域

内
の

全
て

の
飲

食
店

等
に

対
し実

地
の

要
請

）
【必

須
】

(7
) 

 飲
食

店
以

外
の

大
規

模
集

客
施

設
※

（
1,

00
0㎡

以
上

）
に

対
す

る
時

短
営

業
（

20
時

ま
で

、酒
は

19
時

ま
で

）
や

入
場

整
理

等
の

働
き

か
け

※
劇

場
、観

覧
場

、映
画

館
、演

芸
場

、集
会

場
、公

会
堂

、展
示

場
、博

物
館

、美
術

館
、図

書
館

、ホ
テ

ル
・旅

館
（

集
会

の
用

に
供

す
る

部
分

）
、運

動
施

設
、遊

技
場

、遊
興

施
設

、物
品

販
売

業
店

舗
（

生
活

必
需

品
除

く）
、サ

ー
ビス

業
店

舗
等

【必
須

】
(8

) 
 交

通
事

業
者

に
対

す
る

主
要

ター
ミナ

ル
で

の
検

温
の

実
施

等
の

依
頼

(9
) 

 県
主

催
の

集
客

イベ
ン

トの
延

期
又

は
中

止
(1

0)
高

齢
者

施
設

や
障

が
い

者
施

設
等

で
の

重
点

的
検

査
の

実
施

(1
1)

  繁
華

街
に

お
け

る
飲

食
店

の
面

的
モ

ニ
タリ

ン
グ

検
査

の
実

施
(1

2)
  令

和
3年

4月
末

ま
で

の
雇

用
調

整
助

成
金

の
特

例
措

置
を

「6
月

末
」ま

で
延

長

本
県
が
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
の
区
域
に
指
定
さ
れ
た
場
合
の
対
策
(案
）

資
料
４

(1
)

適
用

区
域

以
外

の
飲

食
店

に
対

す
る

時
短

営
業

（
21

時
ま

で
､酒

は
20

時
ま

で
）

の
要

請
期

間
の

延
長

（
時

短
協

力
金

の
延

長
を

伴
う）

【必
須

】
(2

)
イベ

ン
ト主

催
者

に
対

す
る

規
模

要
件

等
の

設
定

※
 「

人
数

上
限

」は
「5

,0
00

人
」☆

、「
収

容
率

」は
「大

声
な

し」
の

イベ
ン

トで
「1

00
％

以
内

」、
「大

声
あ

り」
で

「5
0％

以
内

」

(3
)

高
齢

者
施

設
や

障
が

い
者

施
設

等
で

の
重

点
的

検
査

の
実

施
(4

)
学

校
に

お
け

る
部

活
動

の
短

時
間

活
動

及
び

対
外

試
合

等
の

禁
止

（
公

式
戦

は
除

く）
(5

)
時

短
営

業
の

影
響

を
受

け
る

飲
食

関
連

事
業

者
へ

の
一

時
支

援
金

県
内
全
域
に
お
け
る
対
策

【
法
3
1
-
6
①
】

【
法
2
4
⑨
】

【
法
3
1
-
6
①
】

【
法
3
1
-
6
①
】

【
法
3
1
-
6
②
】

【
法
2
4
⑨
】

【
法
2
4
⑨
】

※
法
3
1
-
6
①
：
要
請
に
従
わ
な
い
者
に
対
し
、
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
、
従
わ
な
い
場
合
に
過
料
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。

☆
既
に
チ
ケ
ッ
ト
販
売
済
み
の
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

適
用
区
域
に
お
け
る
対
策



31 4 6

資料５


